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 このたび、本町職員の不適切な事務処理により、国民健康保険税の課税誤りが発生し

た事案につきまして、本日付けで懲戒処分を行いました。 

このような事案が起きたことは誠に遺憾であり、行政に対する町民の皆様の信用を失

墜させる行為により、多大なご迷惑をお掛けしたこと、心よりお詫び申し上げます。 

これを受けまして、当該職員の管理監督を行う立場であります私と副町長におきまし

ても、その責任を大変重く受け止め、給料の一部を減額いたします。 

 今後は、このようなことがないよう、より一層の綱紀粛正を図るとともに、町民の皆

様からの信頼回復に向け、全力で取り組んでまいります。 

 

                           令和７年３月１８日 

                            豊山町長 服部 正樹 


